
土地代金
つなぎ融資申込み

選択する金融機関によって、
ご用意していただくものが異
なります。
事前にご確認ください。

融資実行
土地の所有権移転登記

必要書類と実印をご用意くだ
さい。

建物表示登記

住民票の移動

新住所の住民票、印鑑証明書
を取得してください。
詳細はご連絡いたします。

融資実行日決定
引渡し日決定

ご希望のお引渡し日時をセリ
タホームズ担当者にお知らせ
ください。

建物代金
金消契約締結

金融機関によってご用意
いただく書類が異なります。
ご確認ください。

実行・清算

金融機関により、実行・清算
方法が異なります。

引渡し

設備の取り扱い説明を行います。
１～２時間の予定です。
スリッパ、認印をお持ち下さい。

●

予約申込み 仮審査申込み 仮審査承認
土地の売買契約締結
建物の請負契約締結

住宅ローン申込み

S��it� H��e�
ご契約～お引渡しまでの流れ

予約金５万円と印鑑をご用意
ください。

実印、源泉徴収票、免許証の
コピー、健康保険証のコピー
をご用意ください。

本契約日のご希望の日にちを
お聞かせください。

実印をご用意ください。
・着工予定日
・完成予定日
・引渡し予定日の確認

選択する金融機関によって、
ご用意していただくものが異
なります。
事前にご確認ください。

住宅ローン申し込みの場合
（金融機関の担当者さんから連絡が来ますのでその都度日程調整をしてください。）　

● ● ● ●●

● ● ● ● ●●

注）住民票 1 通をセリタホームズにご持参ください。



ショールームのご案内

タカラスタンダードのショールームにご来場の際には、ご予約をお願いいたします。

ご予約の際に、セリタホームズのお客様であることをお伝えください。

※間取りが確定されている方は図面をお持ちください。

タカラスタンダード
長野ショールーム

長野市稲里町中氷鉋 595

【ご予約受付番号】
026-254-6300

営業時間：10:00 ～ 17：00

休館日：水曜日（祝日は除く）お盆・年末年始

ご予約時間

①10:00 ～ 11:30　　　②11:30 ～ 13:00

③13:00 ～ 14:30　　　④15:00 ～ 16:30



建築中の現場⽴ち⼊りについて�
 

�築中の�⼯現場は��に⼗�配慮をして作業を�めておりますが

現場には怪我や��の破損につながる物が��く�在します。 

⼩さなお�さんには�に��が必�になる場�になりますので

セリタホームズでは現場�地内への立ち�りはご�慮いただいており

ます。 
 

また��さんへの�し�れなどのお気�いもご�慮しております。 
 

���⼀を�優先としておりますので、

ご理�いただきますようお願い�します。

 
 
 
 
 

地��・���いについて 
 

セリタホームズでは�売��地�売を中�に⾏っておりますので

他の���宅��とは異なり地��は⾏っておりません。 
 

お��が���主さまを⼿配されて⾏う場�は

セリタホームズにお知らせください。 



火災保険のご案内

住宅ローンを利用する場合は火災保険への加入が必須となります。

・保険金額の設定︓同じ建物を再建築できる「再調達価格」で設定します。

例）基本契約１９００万円の場合、物価上昇や増税を見越して２０００万円で設定（保

険金額はご自身でお決めください）

・保険開始日の設定︓住宅ローンの実行日（入金日）で設定します。

注意）引き渡し日、引っ越し日ではなく入金日です。

・保険期間は︓最長で５年分一括払いとなります。（２０２２年時）

住宅ローンの返済期間が５年以上の場合、自動継続の特約をつけて補償の切れ目がない

ようにしていきます。

・保険料割引について︓セリタホームズのお家は省令準耐火構造です。そのため火災保

険料が一般木造住宅に比べて安くなります。

・ご検討時期︓上棟立ち合いから住民票移動まで（おおよそ引き渡しの 1ヶ月前）に見

積もりをご準備してください。住宅ローンの金消契約時にお見積りが必要となります。

セリタホームズ提携火災保険のご紹介
三井住友海上火災保険㈱代理店

担当：宮澤　秀樹　電話番号：080-8438-4975 
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3 4

住宅事業者が万が一の不具合（瑕疵）に備えて、
個々の新築住宅ごとに加入する保険です。
※住宅取得者様から直接お申し込みいただく保険
　ではありません。

建築中に、瑕疵保険の設計施工基準に
基づく検査を実施します。
※保険の引受けが可能かどうかを確認する
　ための検査です。

「保険対象の住宅」について
この保険は、構造や工法等を問わず、すべての新築住宅
を対象としています。
戸建住宅のほか、分譲マンションや賃貸住宅（アパート）
などの共同住宅も対象です。

手続きは
事業者が
行います

「JIOわが家の保険」とは
住宅瑕疵担保履行法に基づく新築住宅の保険としてJIOがご提供するものです。
保険期間中に床の傾斜や雨漏り等、保険の対象となる不具合（瑕疵）が発生した
場合、住宅事業者が負担した補修費用を
保険金として住宅事業者にお支払いします。
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5 6

引渡後の不具合として多い雨漏りの対策
として、JIOでは、オプションで雨水の浸入
を防ぐ部分の検査を実施しています。

費用はご利用にあたっての申請手数料（1回1万円・非課税）のみです。法律の専門家である弁護士と建築
の専門家である一級建築士等が、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決にあたります。 

※保険の引受けが可能かどうかを確認するための検査です。

（土、日、祝、休日を除く）

基礎の鉄筋の太さや
間隔等をチェックします。

柱の位置や筋かいの
取付状況等をチェックします。

保険の対象となるのは住宅品質確保法に定められた、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分です。
具体的には、柱や基礎等、不具合があると住宅の強度が低下してしまう部分や、屋根や外壁等きちんと防水処理をしていないと
雨水が浸入してしまう部分です。

現場検査のタイミング（木造軸組工法2階建ての戸建住宅の場合※階数4以上の場合、検査の種類と回数が異なります。）

保険の加入にあたって、建築中に現場検査を実施します。検査では建築士の資格を持ったJIOの検査員が、
構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分についてチェックします。

躯体検査 追加外装下地検査
（オプション）

基礎配筋検査

※ 実施には通常の保険料、検査料とは
　 別に費用がかかります。

※ご利用は住宅瑕疵担保責任保険付住宅を取得された方に限り、任意の保険である一般瑕疵担保責任保険付住宅を取得者された方はご利用対象外です。

＊…屋根もしくは
外壁の内部または
屋内にある部分

木造（軸組工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分

開口部

基礎

斜材

柱

壁

横架材

小屋組

屋根版

床版

土台

外壁

屋根

鉄筋コンクリート造（壁式工法）住宅の例
雨水の浸入を防止する部分構造耐力上主要な部分

外壁

屋根

排水管＊

開口部

基礎杭

基礎

壁

屋根版

床版
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https://www.jio-kensa.co.jp

国土交通大臣指定 住宅瑕疵担保責任保険法人
国土交通大臣登録 住宅性能評価機関
住宅金融支援機構適合証明業務協定機関
住宅性能評価・表示協会   BELS評価機関
一級建築士事務所 東京都知事登録

指定等

カタログ記載内容：2018年11月現在
記載内容は予告なく変更する場合があります。

（C）2018 JIO Corporation



不動産取得税（道府県税）のご案内 

「不動産取得税」は、マイホームなど不動産を取得した場合に課税される税金のことを指します。不動産

（土地）の「取得」について課される税金で、固定資産税（毎年かかるもの）とは違い取得時に一度だけ

支払います。また建物における不動産取得税は、2024（令和 6）年 3 月 31 日までに「住

宅」として取得した建物に対しては、3％（本来は 4％）の軽減税率が適用されます。 
住宅用土地（「特例適用住宅」等の敷地）の軽減制度  

(1) 特例適用住宅を建築した場合 

(2)新築未使用の特例適用住宅を購入した場合  

 ※特例適用住宅とは、住宅の床面積(共同住宅等にあっては、一戸当たりの床面積)が 50m2(貸家共同住

宅の場合は 40m2)以上 240m2以下であるものをいう。 

一戸につき 1,200 万円（上限） 

（住宅の評価額-控除額）×3％＝納める額 

セリタホームズの家は対象となりますので、下記申請手続きを行なって下さい。 

申請場所：  

 

総合県税事務所  

（長野合同庁舎）  

〒380-0836 

長野市大字南長野南県町 686-1 

（026）234-9505 

長野市、須坂市、千曲市  

埴科郡、上高井郡、上水内郡 

 

総合県税事務所北信事務所 

〒383-8515 

中野市大字壁田 955 

（0269）23-0204 

中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡 

申請方法  

県税事務所から、納税義務者に納税通知書が送付されます。  

（※同一の不動産を二人以上の方が共同で取得された場合は、取得された方に連帯して納めて頂くこ

ととなりますが、この場合納税通知書は登記申請書など不動産取得関係資料の取得持分が大きい方ま

たは筆頭者に送付します。）  

※建物完成後に、上記の場所にて申請が必要となります。 

※建物完成前に納税通知書が届く場合がございます。その場合は一度お支払い頂き、その後申請を行えば、差額分還付

されますので、その際は通帳を持参のうえ、申請を行ってください。 

～持ち物～  

・不動産取得税の納税通知書（届いた書面一式） ・印鑑（認印）   

・建物の登記事項証明書 ・土地の登記事項証明書 （住宅が新築された日以降に交付されたもの） 

（※登記事項説証明書は建物お引渡し後にお渡しする、権利証でも可） 



固定資産税

固定資産税の評価額決定までの流れ

毎年1月1日時点で、住宅や土地などの固定資産を所有する方が支払う税金。

地方税であり、納付先は自治体。

資産の評価額(固定資産税評価額)に1.4％をかけた金額。

家屋については、新築されましたら資産税課職員(市の職員)がご自宅に伺いま

す。ご自宅を拝見させていただき評価額を算出いたします。

その際にお客様にご用意していただく書類

図面(平面図)

⇒お家をお引渡しの際にお客様にお渡しする黒いファイルの重要書類の中に

入っております。

※新築住宅には、一定期間、固定資産税が2分の1に減額される措置がございます。

一定期間とは、一般住宅においては新築後3年度分です。

そのため3年間の減額措置が終了した4年目からに関しては従来の金額になりますので

ご注意くださいませ。

家屋調査の必要書類

土地自体の価格、家屋の時価がベース

家屋の屋根や外壁に使用している資材、給配管の設備などが調査の対象。

固定資産の評価



 住民票移動のお願い 

 

建物の表題登記を土地家屋調査士に委任する際、新しい住所の住民票が必要

になります。世帯全員の住民票の移動をなさって下さい。 

新住所：                   

●新住所の住民票謄本（家族全員の記載がある物）1 通をセリタホームズへ 

提出をお願いします。（郵送可） 

・移動期日の目安：引渡しの 1 ヵ月前位、（LINE などでお知らせ致します） 

・場所：市役所または最寄りの支所 

・持ち物：印鑑・運転免許証 

・申請者：住民票の移動は同一世帯のご家族でも手続きは可能です。 

・印鑑登録について：同一の市内への引っ越しであれば住民票の移動に伴い、

自動で住所が変更になり手続きは不要です。ただし、長野市から千曲市など

市町村が変わる場合には新しい市町村で申し込みが必要になります。 

なお、印鑑登録はご本人様が行う必要がございます。 

注 1）各市町村で、持ち物など違います。事前にご確認ください。 

注 2）役場窓口で「もう住んでいますか？」等の質問する場合がございま

す。その際は「はい。住んでいます。」とお答えください。「まだで

す。」と答えてしまうと住民票の移動を断られる場合がございます。 

・郵便物について：住所を移動すると市からの通知書などは新住所へ郵送され

てしまいますので、物件の玄関付近に段ボールやケースなどで簡易郵便受け

を設置してください。 

・転送手続き：スマホで簡単に手続きできます。引っ越しが終わりましたら設

定してください。 



引渡しについて

 
１）電気・水道について

新居の電気・水道の使用手続きは、当社が事前に行いますので、お客様は、

何もなさらなくて、大丈夫です。

）ガス開栓について

ご使用前に給湯設備の取り扱いについてのご説明させていただきます

設備貸借契約書に署名捺印を頂きます

）持ち物

スリッパ・認印・ガス代金引き落し口座の番号（通帳）・銀行印

）設備取り扱い説明

・上下水道設備について

・窓、建具、玄関ドアなどの説明

・キッチンなど水回り設備の説明

・鍵の交換

※設備のご説明につきましては資料をお渡しします

）所要時間

分～ 時間

）記念撮影

記念に写真をお撮りします。ＨＰにアンケートと共に掲載させて頂きます

（写真はご了承いただいた方のみ掲載いたします。）

引渡し当日夕方からお客様の名義に切り替わります


